
3. SPRING見直し（新制度運用）の概要
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区分の判断チャート

区分1※１ 区分3
支援対象外

下記のいずれかに当てはまりますか？
・所属しているのは、海外の大学及び公的研究機関な
ど非営利の機関・法人である。
・（国費留学生のみ）政府機関所属である。

★下記に当てはまりますか？
• SPRINGと同趣旨の、学生自身の自由で挑戦的・融合
的な研究に専念するための国費による研究費支援を
受ける者（BOOST、DC、JICA、NEXUS）

生活費相当額として十分な水準（240万円以上/
年）で、給与・役員報酬等の安定的な収入を得て
いますか？

※１民間等の給付型奨学金等により年間240万円以上の生活費支援を受けている学生についても併給は妨げませんが、研究奨励費は支
援対象外とします。
※２所属とは、博士後期課程学生として在籍する大学以外に役員・職員等として所属している状態を指します。

「留学」の在留資格をもって日本に滞在していますか？
または「新制度で研究奨励費の支援対象となる学生の
整理」の対象の可否で×に当てはまりますか？

区分2

はい
いいえ

主として日本人 主として社会人

主として留学生

日本の法人・機関にも所属していますか？
（海外企業の日本法人を含む）

現在、所属※２している法人・機関はあります
か？（収入の有無に関わらず／いわゆるアルバイト
は除く）

海外の法人・機関に所属していますか？
（日本企業の海外法人を含む）


